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第２章 高齢者を取り巻く現状 

１ 高齢者人口 

 

（１）高齢者人口の推移と人口構造 

本市の高齢者人口はこれまでは増加傾向にあり、令和５年には 33,000 人を超えています。高齢化率

は 28.9％となっており、滋賀県の水準（26.6％）に比べて高くなっています。 

高齢者人口に占める前期高齢者（65 歳～74 歳）・後期高齢者（75歳～）の割合をみると、平成２年で

は、約４割であった後期高齢者の割合が、令和５年では５割を超えており、高齢者人口に占める後期高

齢者の割合は高まっています。 
 

 

■図表：人口（3 区分）と高齢化率の推移 
 

 
注釈：総人口は年齢不詳を含む。各年齢区分の人口には年齢不詳は含まないため合計が一致しない場合がある。 

出典：平成２年～令和２年は総務省「国勢調査」、令和３年～令和５年は総務省「住民基本台帳」（各年 1月 1 日現在） 

 

■図表：高齢化率の推移（全国・滋賀県との比較） 

   

注釈：年齢不詳を含む総人口より高齢化率を算出。 

出典：平成２年～令和２年は総務省「国勢調査」、令和３年～令和５年は総務省「住民基本台帳」（各年 1月 1 日現在） 
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■図表：前期・後期高齢者の人口の推移 

 
出典：平成２年～令和２年は総務省「国勢調査」、令和３年～令和５年は総務省「住民基本台帳」（各年 1月 1 日現在） 

 

■図表：前期・後期高齢者の人口比の推移 

 

出典：平成２年～令和２年は総務省「国勢調査」、令和３年～令和５年は総務省「住民基本台帳」（各年 1月 1 日現在） 

 

■図表：高齢者人口（５歳階級別）の推移 

 

出典：平成２年～令和２年は総務省「国勢調査」、令和３年～令和５年は総務省「住民基本台帳」（各年 1月 1 日現在） 
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（２）高齢者世帯の状況 

本市の高齢単身世帯の割合は、令和２年で 9.9%、高齢夫婦世帯の割合は 10.7%となっています。全国

と比べ、高齢夫婦世帯の割合が若干高く、高齢単身世帯の割合は低くなっています。 
 

 

■図表：高齢単身・夫婦 世帯の割合（全国・滋賀県・県内市町との比較） 

 

注釈：時点は、令和２年（2020 年） 

出典：総務省「令和２年国勢調査」 
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２ 介護保険の被保険者、認定者の状況 

 

（１）要介護（要支援）認定者数と認定率の推移 

要介護（要支援）認定者数は、平成 29 年３月末で、前年同期に比べ、少し減少しましたが、以降は一

貫して増加しています。 

認定率（要支援・要介護認定者の人数を第１号被保険者で割った値）の推移を全国、滋賀県内の市町

と比較すると、市町の中では、認定率が高いグループに位置しています。全国と比べて、要支援２、要

介護２、３はやや高い状況ですが、大きな差異はありません。 
 

 

■図表：要介護（要支援）認定者数の推移 

 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和３、４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報） 

 

■図表：要介護（要支援）認定率の比較 

 
注釈：時点は、令和４年（2022 年） 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和４年度は「介護保険事業状況報告」月報） 
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（２）年齢階層別要支援・要介護認定者出現率 

年齢階層別の要支援・要介護認定者をみると、年齢の上昇に伴って、出現率は大きく増加する傾向が

みられます。 
 

 

■図表：年齢階層別要支援・要介護認定者出現率 

 

注釈：出現率は、第 1 号被保険者の要支援・要介護認定者の人数を第１号被保険者で割った値 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報（令和５年３月末） 
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３ 介護保険事業の現状 

 

（１）介護給付費の推移 

本市の介護保険のサービス給付額の推移は、増加傾向となっています。 

居住系サービス、在宅サービス、施設サービスの内訳でみると、平成 28 年度以降すべての種別で一

貫して増加しています。 

居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、その他の内訳でみると、地域密着型サービスは、

一貫して増加しています。一方、居宅サービスは平成 28 年度に総合事業へ移行した分が減少しました

が、その後は増加傾向となっています。 
 

 

■図表：介護給付費の推移（居住系サービス・在宅サービス・施設サービスの別） 
 

  

注釈：居住系サービス：特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護 

在宅サービス：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介

護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護（老健）、短期入所療養介護（病院等）、福祉

用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応

型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護予防支援・居宅介護支援 

施設サービス：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療

施設 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 
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■図表：介護給付費の推移（居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスの別） 
 

 

 

注釈：居宅サービス：訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーシ

ョン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費、特定施設入居者生活

介護、介護予防支援・居宅介護支援 

地域密着型サービス：定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小

規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老

人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護 

施設サービス：介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報 
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地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 79 89 94 100 149 183 192 202 205
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介護老人福祉施設 1,862 1,923 1,922 1,933 2,046 2,124 2,153 2,178 2,193
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介護療養型医療施設 88 106 110 107 107 93 35 5 2
介護医療院 0 0 0 0 0 0 44 72 88
小計 3,164 3,253 3,312 3,298 3,455 3,530 3,523 3,595 3,635

8,689 8,954 9,169 9,002 9,343 9,586 9,709 10,029 10,224
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（２）第１号被保険者１人あたりの給付 

第１号被保険者１人あたり保険給付月額は、全国や滋賀県の平均よりも高い水準で推移しています。

一方で、第１号保険料月額は、第７期の保険料月額が据え置かれている状況にあります。 

サービス種類別にみると、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護などは、全国や滋賀県平均に比

べ高い水準となっています。 
 

 

■図表：第１号被保険者１人あたり保険給付月額・第 1 号保険料月額・必要保険料月額 

 

注釈：時点は令和２年(2020 年)、令和３年(2021 年)、令和４年(2022 年) 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報（令和３、４年度のみ「介護保険事業状況報告」月報）および介護保険事業計画報告値 

Rx/M と表示されている年度は、M月サービス提供分までの数値を用いて、当該年度の指標値を算出しています。 

 

■図表：第１号被保険者１人あたり給付月額（在宅サービス）と第１号被保険者１人あたり給付月額（施設および

居住系サービス）の分布 

 

注釈：時点は令和４年(2022 年) 

出典：厚生労働省「介護保険事業状況報告」年報    
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■第１号被保険者１人あたり給付月額（サービス種類別） 

（実数） 

 

（全国を 100 とした場合の指数） 
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注釈：時点は令和４年(2022 年) 

出典：以上、厚生労働省「介護保険事業状況報告」月報 

 

 

全国 滋賀県 長浜市 滋賀県 長浜市

訪問介護 2,245 2,039 2,379 91 106

訪問入浴介護 118 160 224 136 190

訪問看護 794 814 987 103 124

訪問リハビリテーション 129 154 41 119 32

居宅療養管理指導 338 174 139 51 41

通所介護 2,625 2,858 4,021 109 153

通所リハビリテーション 942 709 821 75 87

短期入所生活介護 869 831 997 96 115

短期入所療養介護 96 163 321 170 334

福祉用具貸与 853 993 1,090 116 128

特定福祉用具販売 34 34 53 100 156

住宅改修 83 77 99 93 119

特定施設入居者生活介護 1,343 460 293 34 22

介護予防支援・居宅介護支援 1,315 1,367 1,534 104 117

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 162 27 10 17 6

夜間対応型訪問介護 8 2 - 25 -

地域密着型通所介護 848 1,168 707 138 83

認知症対応型通所介護 160 300 331 188 207

小規模多機能型居宅介護 598 836 566 140 95

認知症対応型共同生活介護 1,548 1,424 1,368 92 88

地域密着型特定施設入居者生活介護 45 12 6 27 13

地域密着型介護老人福祉施設 507 763 507 150 100

看護小規模多機能型居宅介護 135 135 177 100 131

介護老人福祉施設 4,220 4,447 5,504 105 130

介護老人保健施設 2,785 2,207 3,297 79 118

介護療養型医療施設 69 30 - 43 -

介護医療院 425 478 274 112 64
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４ 高齢者実態調査等の結果概要 

 

（１）リスクを有する高齢者の割合 

認知機能の低下リスク、うつ傾向のリスクを有する方の割合が４割を超えており、比較的高い状況に

あります。一方で低栄養の傾向のリスクは、ほぼリスクなしという状況にあります。 
 

 

■図表：各種リスクを有する割合 

 

注釈：各リスクとも無回答を除く集計結果 

出典：高齢者実態調査 

 

 

（２）地域活動等への参加の動向 

地域活動等への参加状況をみると、コロナ禍の影響もあり、全般に参加していないとする割合が高く

なっています。老人クラブや町内会・自治会などは、比較的参加の割合が高くなっていますが、頻度と

しては「年に数回」の割合が高く、頻度が高いものは「収入のある仕事」であり、他に「スポーツ関係

のグループやクラブ」となっています。 

地域住民の有志の健康づくりや趣味のグループ活動への参加意向では、「是非参加したい」と「参加し

てもよい」という人を併せて、約６割が参加意向を持っています。一方で、「参加したくない」とする割

合は約３割あり、参加したいと思えるきっかけとしては「自身の健康状態が良くなること」や「関心が

持てる活動があること」などとなっています。 

高齢者福祉センターで、どのような講座等があったら参加したいかを尋ねたところ、「映画鑑賞」、「脳

トレ・認知症予防」、「健康づくり講座」が比較的高くなっています。 
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■図表：地域活動等への参加状況 

 

 
出典：高齢者実態調査 

 

■図表：地域住民の有志の健康づくりや趣味のグループ活動への参加意向 

 

出典：高齢者実態調査 
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趣味関係のグループ 1.1 3.4 4.0 10.2 6.2 52.7 22.3
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■図表：参加したいと思えるきっかけ 〔複数回答〕 

 

出典：高齢者実態調査 

 

■図表：高齢者福祉センターで参加したい講座等〔複数回答〕 

 

出典：高齢者実態調査 
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とても減っている 減っている あまり減っていない 減っていない 無回答
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14.2 

18.7 
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37.1 

32.3 

1.6 

2.0 

1.6 

0% 50% 100%
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ほとんど外出しない 週1回 週2～4回 週5回以上 無回答

（３）外出について 

外出の頻度は、「週２～４回」が 43.4%で最も多く、次いで「週５回以上」（32.7%）、「週１回」（16.3%）、

となっています。昨年と比べると「とても減っている」と「減っている」を併せて、３割強の人が、減

ったとしています。 
 

 

■図表：外出の頻度 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高齢者実態調査 

 

■図表：昨年と比べての外出の回数 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高齢者実態調査 

 

（４）今後の生活について 

高齢になっても自立した生活を送るために必要なことは、「健診を受けたり､病気が悪化しないよう定

期通院する等の健康管理を行うこと」（76.4%）が最も多く、次いで「生きがい､趣味活動を継続するこ

と」（58.3%）、「近所同士で助け合うこと」（37.0%）、「介護予防の取組を行うこと」（35.7%）となってい

ます。 

また、介護が必要になった場合、どのようにして生活を送りたいかということについては、「在宅で、

訪問介護や通所介護などの介護保険のサービスのみを利用して生活したい」が最も多くなっています。 

在宅生活の継続に必要な支援・サービスは、高齢者実態調査では、病院等への送迎や除雪、雪下ろし

などが多く、在宅介護実態調査でも外出同行、移送サービスなど移動に係る支援・サービスが多くなっ

ています。 
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■図表：高齢になっても自立した生活を送るために必要なこと〔複数回答〕 

 

出典：高齢者実態調査 
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令和４年 [n=5,052] 令和元年 [n=5,214] 平成29年 [n=1,644]
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■図表：介護が必要となった場合の送りたい生活 

 

出典：高齢者実態調査 

 

 

■図表：在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス〔複数回答〕 

【高齢者実態調査】              【在宅介護実態調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高齢者実態調査、在宅介護実態調査 

9.2 

11.9 

9.1 

24.7 

23.3 

26.3 

10.9 

9.4 

12.6 

12.1 

10.5 

7.8 

3.9 

3.9 

2.1 

11.4 

13.5 

11.2 

15.2 

15.7 

12.3 

12.5 

11.9 

18.6 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

平成29年 [n=1,644]

在宅で､自分の役割をもって住民主体によるサービスを利用して生活したい

在宅で､訪問介護や通所介護などの介護保険のサービスのみを利用して生活したい

在宅で､住民主体によるサービスと介護保険のサービスを併用して生活したい

特別養護老人ホームや老人保健施設などに入所したい

住みやすい住宅に転居したい

家族の家で同居生活をしながら家族の介護を受けたい

わからない

無回答

27.5 

27.5 

11.0 

13.8 

16.5 

11.0 

9.9 

19.7 

34.4 

34.5 

2.1 

25.0 

6.4 

0% 20% 40%

地域の見守り

買い物の支援

部屋や庭の掃除

ゴミ出し

配食サービス

サロン等地域住民の交流の場

相談窓口

往診

病院等への送迎

除雪､雪下ろし

その他

特になし

無回答

全体 [n=5,052]

20.6 

11.8 

19.2 

13.9 

12.4 

24.9 

24.9 

17.2 

11.4 

4.8 

23.9 

12.6 

0% 20% 40%

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉タク

シー等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの

場

その他

特になし

無回答

全体 [n=603]
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（５）介護の状況 

主な介護者は、「子」が半数近くあり、次いで「配偶者」が３割程度となっています。 

介護者が介護をする上で困っていることは、「精神的負担が大きい」が最も高く、次いで「自分の自由

な時間がない」「介護が必要な方を残して外出できない」などとなっています。また、生活を継続するに

あたり、介護者が不安に感じる介護は、「認知症の症状への対応」「夜間の排せつ」「外出の付き添い、送

迎等」が高くなっています。 
 

 

■図表：主な介護・介助者 

 
出典：在宅介護実態調査 

 

■図表：介護をする上で困っていること〔複数回答〕 

  
 

出典：在宅介護実態調査 

30.6 

26.7 

23.9 

48.2 

42.7 

45.2 

14.1 

22.5 

21.6 

0.9 

0.6 

1.8 

0.9 

0.8 

2.3 

0% 50% 100%

令和４年 [n=434]

令和元年 [n=494]

平成29年 [n=440]

配偶者 子 子の配偶者 孫 兄弟・姉妹 その他 無回答

12.4 

48.2 

22.1 

33.4 

37.3 

18.9 

22.6 

18.2 

11.1 

9.2 

9.2 

6.9 

4.8 

3.0 

2.1 

5.5 

11.8 

0% 20% 40% 60%

特に負担と感じることはない

精神的負担が大きい

経済的負担が大きい

介護が必要な方を残して外出できない

自分の自由な時間がない

食事、排せつ、入浴など、介護の負担が大きい

自分自身の体が持たない

十分に睡眠をとることができない

適切な介護の仕方がわからない

介護に協力してくれる人がいない

仕事に出ることができない

自分自身の通院・治療が受けられない

親類等の非協力的な態度がつらい

現在利用している介護サービスに不満がある

地域に病気や介護についての理解がなく、気軽に話せない

その他

無回答
令和４年 [n=434]
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■図表：生活を継続するにあたり、介護者が不安に感じる介護〔複数回答〕 

  

出典：在宅介護実態調査 

 

介護を主な理由として過去１年の間に仕事を辞めた方がいると回答した方は、主な介護者で１割弱と

なっています。一方、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」とする割合は７割近くなってい

ます。 

仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援については、「介護休業・介護休暇等の制度の充実」

「労働時間の柔軟な選択」「介護をしている従業員への経済的な支援」などが、比較的多くなっていま

す。 
 

 

■図表：介護離職の経験（過去 1 年間）〔複数回答〕 

 
出典：在宅介護実態調査 

21.2 

28.6 

10.1 

19.8 

6.2 

6.0 

9.7 

24.0 

11.5 

35.9 

5.5 

15.7 

15.2 

11.8 

5.3 

4.4 

1.2 

5.3 

0% 20% 40% 60%

日中の排せつ

夜間の排せつ

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症の症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答
令和４年 [n=434]

8.5 

0.7 

1.6 

0.9 

69.4 

3.5 

16.1 

0% 20% 40% 60% 80%

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた

（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が転職した

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

わからない

無回答

令和４年 [n=434]
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■図表：仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援〔複数回答〕 

 

出典：在宅介護実態調査 

 

（６）相談相手・相談先について 

一般高齢者の人に家族や友人、知人以外の相談相手を聞いたところ、「医師・歯科医師・看護師」とす

る回答が約３割となっています。 

また、在宅介護実態調査で介護者の人が介護の悩みを相談できる人を聞いたところ、「ケアマネジャ

ー（介護支援専門員）」と「家族」が約６割と高くなっています。 

 高齢者の相談窓口である地域包括支援センターについては、相談先としての回答が一般高齢者では

１割強、介護者では約１割となっています。また利用については、「相談ごとなどで利用したことがあ

る」が 13.8％と、前回調査（12.0％）に比べ、２ポイント近く上昇しています。一方で、「センターの

ことを知らない」とする割合は 39.5％で、前回調査（40.9％）とほぼ同水準の状況にあります。 
 

 

■図表：家族や友人、知人以外の相談相手〔複数回答〕 

 

出典：高齢者実態調査 

12.5 

28.5 

26.0 

29.0 

4.0 

11.0 

5.5 

29.0 

3.5 

18.5 

3.5 

2.5 

0% 20% 40%

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

介護休業・介護休暇等の制度の充実

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択(フレックスタイム制など)

働く場所の多様化(在宅勤務・テレワークなど)

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

介護をしている従業員への経済的な支援

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

令和４年 [n=200]

14.9 

16.8 

7.0 

29.8 

13.1 

3.6 

33.3 

8.9 

0% 20% 40%

自治会･町内会･老人クラブ

社会福祉協議会･民生委員

ケアマネジャー

医師･歯科医師･看護師

地域包括支援センター･役所

その他

そのような人はいない

無回答

全体 [n=5,052]
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■図表：介護者の人が介護の悩みを相談できる人〔複数回答〕 

 

出典：在宅介護実態調査 

 

■図表：地域包括支援センターの認知度・利用状況 

 
出典：高齢者実態調査 

 

（７）認知症という病気の認知度について 

認知症という病気について「知っている」とする高齢者の人は７割近く、「ある程度知っている」とす

る人と併せると、９割を超える人が知っているとされています。 
 

 

■図表：認知症という病気の認知度 

 
出典：高齢者実態調査 

58.5 
18.0 

8.1 
6.7 

3.9 
0.9 

27.2 
58.8 

12.9 
0.0 

3.0 
9.9 

4.1 
1.8 

9.4 

0% 20% 40% 60% 80%

家族

友人

職場の人や同僚

近所の人

民生委員

自治会や老人会の人

主治医

ケアマネジャー

介護保険事業所・施設の人

認知症家族の会

社会福祉協議会

地域包括支援センター

その他

相談できる人がいない

無回答

全体 [n=434]

13.8 

12.0 

29.0 

28.9 

13.7 

13.3 

39.5 

40.9 

4.0 

4.9 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

相談ごとなどで利用したことがある 知っているが利用したことはない 知っているがどこにあるかわからない

センターのことを知らない 無回答

68.0 

29.2 

24.8 

56.6 

5.1 

10.9 

0.4 

1.2 

1.7 

2.1 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

知っている（令和元年は「よく知っている」） ある程度知っている 言葉ぐらいは知っている 全く知らない 無回答
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（８）認知症の症状の状況・相談先 

自分または家族に認知症の症状がある人がいるとする割合は１割程度となっています。 

認知症に関する相談窓口を知っているとする人の割合は、約 27％となっています。身近な人に認知症

の疑いがあるときの相談先としては、「病院」が４割強あり、次いで「地域包括支援センター」が３割強

となっています。一方、どこに相談したらよいかわからない人も１割程度となっています。 
 

 

■図表：認知症の症状がある又は家族の認知症の症状の有無 

 
出典：高齢者実態調査 

 

■図表：認知症に関する相談窓口の認知状況 

 

出典：高齢者実態調査 

 

■図表：身近な人に認知症の疑いがあるときの相談先〔複数回答〕 

 

出典：高齢者実態調査 

11.5 

11.2 

85.0 

84.4 

3.6 

4.4 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

はい いいえ

26.8 

26.3 

64.0 

65.6 

9.2 

8.2 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

はい いいえ 無回答

23.4 

23.0 

31.2 

17.1 

41.6 

12.2 

23.3 

9.6 

0.7 

0.8 

9.4 

1.5 

4.1 

25.3 

22.9 

30.6 

16.0 

44.8 

14.3 

24.3 

10.6 

0.9 

1.1 

8.2 

1.7 

3.6 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

民生委員

市役所･各支所

地域包括支援センター

診療所

病院

認知症疾患医療センター

介護支援専門員

介護保険のサービス事業所や施設

成年後見･権利擁護支援センター

薬局､介護用品店

どこに相談したらいいのかわからない

その他

無回答

令和４年 [n=5,052] 令和元年 [n=5,214]
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（９）市の認知症の対策として、期待することや重要だと思われる施策 

主な介護者の方が、本市の認知症の対策として、期待することや重要だと思われる施策は、「家族が疲

れたときなどに、緊急でも介護を代わってくれる人や施設」や「認知症のある人が安心して入所できる

施設や住まい」となっています。 
 

 

■図表：認知症の対策として､期待することや重要だと思う施策〔複数回答〕 

 
出典：在宅介護実態調査 

30.4 

20.5 

3.0 

29.0 

16.6 

10.8 

8.8 

53.7 

32.9 

12.7 

56.2 

8.3 

20.0 

5.8 

22.4 

10.6 

19.6 

13.6 

1.4 

5.3 

12.4 

0% 20% 40% 60%

地域での認知症に対する正しい理解を含め、支援者を増やすこと

本人や家族が認知症であると周囲に言える地域づくり

認知症の当事者の声を発信する啓発

医師の往診による診断・治療

生活上の困りごとに対する専門職（作業療法士など）からの助言

もの忘れ相談医や認知症専門医療機関情報の周知

認知症のある人と家族に役立つ社会資源サービスのパンフレットやマップ

の充実

認知症のある人が安心して入所できる施設や住まい

認知症のある人が喜んで通うことのできる場所

認知症のある人の話し相手や散歩の付き添い、サロンなどの誘いかけ

家族が疲れたときなどに、緊急でも介護を代わってくれる人や施設

介護者同士が気軽に話すことができ、情報交換できる場所（認知症カフェ

など）

介護者が相談できる場所を増やすこと

認知症ケアを学べる介護教室や講座

介護者家族への声かけや見守り、ちょっとした助け合いができる地域づく

り

行方不明高齢者へのＳＯＳネットワークの充実や支援

本人や家族が認知症について気軽に相談できる場所を増やすこと

市が加入して備える「認知症のある人のもしもの事故（商品を誤って壊して

しまった、列車の運行を遅延させてしまった等）に対応する個人賠償保険」

その他

特にない（わからない）

無回答

全体 [n=434]
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（10）認知症の支援にあたり支援困難と感じる事例 

認知症の支援にあたり困難と感じる事例は、介護支援専門員、訪問看護師とも、「本人・家族の認知症

の理解が乏しい」が７割弱であり、次いで「本人または家族による介護サービス利用拒否」となってい

ます。 
 

 

■図表：認知症の支援にあたり困難と感じる事例 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用）、高齢者保健福祉の推進に関する調査（訪問看護師・介護職用） 

  

67.0

65.1

52.8

51.9

49.1

39.6

38.7

33.0

22.6

20.8

18.9

17.0

15.1

9.4

5.7

3.8

1.9

69.9

55.5

45.1

45.7

47.4

27.2

41.6

28.9

15.6

22.5

9.8

19.1

22.0

16.8

9.2

1.2

1.2

0% 20% 40% 60% 80%

本人・家族の認知症の理解が乏しい

本人または家族による介護サービス利用拒否

本人・家族の人間関係が悪い

経済的な理由で必要なサービスが入らない

介護者の心身ともに介護負担の増大

BPSDの症状の悪化があるときの対応方法

十分治療できていない

介護者が認知症の方の介護の方法がわからない

地域の認知症の理解が乏しい

認知症のある方に適応した介護保険サービスが少ない

認知症のある高齢者の権利が守られていない

行方不明など外出時の見守りや安全対策に課題がある

認知症のある高齢者の能力を生かせる場所が少ない

介護者の交流の場がない

介護者が認知症の相談窓口がわからない

その他

無回答

介護支援専門員[n=106] 訪問看護師・介護職 [n=173]
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（11）認知症支援における関係者・関係機関との連携 

認知症支援における医療機関（医師）との連携状況は、介護支援専門員調査では、できているとする

割合が５割を超えています。また、訪問看護師・介護職調査では、４割強でできているとなっています。 
 

 

■図表：認知症の支援での医療機関（医師）との連携 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用）、高齢者保健福祉の推進に関する調査（訪問看護師・介護職用） 

 

 

介護関係者との連携状況については、介護支援専門員調査では、できているとする割合が８割を超え

ています。また、訪問看護師・介護職調査でのケアマネジャー（介護支援専門員）との連携においても

できているとする割合は８割を超えています。 
 

 

■図表：認知症の支援での連携 

（介護関係者との連携）【介護支援専門員】    （ケアマネジャーとの連携）【訪問看護師・介護職】 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用）、高齢者保健福祉の推進に関する調査（訪問看護師・介護職用） 

 

  

2.8

3.5

51.9

39.9

36.8

46.2

2.8

8.1

5.7

2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護支援専門員[n=106]

訪問看護師・介護職[n=173]

できている ほぼできている あまりできていない できていない 無回答

できている

11.3%

ほぼできて

いる

73.6%

あまりできて

いない

8.5%

できていな

い

0.0%
無回答

6.6%

全体 [n=106]

できている

19.1%

ほぼできて

いる

64.7%

あまりでき

ていない

10.4%

できていな

い

2.9%

無回答

2.9%

全体 [n=173]
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（12）住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の介護保険サービスの利用状況 

在宅介護実態調査において、介護保険サービスを「利用していない」とする割合は 36％程度となって

ます。 

理由として、「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない」が５割程度と最も多くなっていま

す。続いて「本人にサービス利用の希望がない」が約 27％、「家族が介護をするため必要ない」が 18％

程度となっています。 
 

 

■図表：住宅改修、福祉用具貸与・購入以外の介護保険サービスの利用状況 

 
出典：在宅介護実態調査 

 

■図表：介護保険サービスを利用していない理由〔複数回答〕 

 

出典：在宅介護実態調査 

  

59.5 

56.7 

68.2 

35.7 

25.8 

29.6 

4.8 

17.6 

2.2 

0% 50% 100%

令和４年 [n=603]

令和元年 [n=563]

平成29年 [n=500]

利用している 利用していない 無回答

50.2 

27.4 

18.1 

0.9 

4.2 

1.9 

7.9 

4.2 

8.4 

6.0 

43.4 

33.8 

22.8 

1.4 

6.9 

0.7 

7.6 

3.4 

6.9 

41.2 

33.8 

14.2 

1.4 

5.4 

2.7 

5.4 

7.4 

2.7 

0% 20% 40% 60%

現状では、サービスを利用するほどの状態ではない

本人にサービス利用の希望がない

家族が介護をするため必要ない

以前、利用していたサービスに不満があった

利用料を支払うのが難しい

利用したいサービスが利用できない、身近にない

住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用するため

サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない

その他

無回答

令和４年 [n=215] 令和元年 [n=145] 平成29年 [n=148]
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（13）在宅医療・看取り 

６か月以内に死期が迫っている場合､最期までの療養生活を送りたい場所は、「自宅」が半数を占め、

次いで「病院などの医療機関」（23.1%）となっています。 
 

 

■図表：6 か月以内に死期が迫っている場合､最期までの療養生活を送りたい場所 

 

出典：高齢者実態調査 

 

介護支援専門員の、担当する利用者の看取り経験については、９割を超える人が経験したことがある

となっています。 

また、在宅医療・看取りの推進に必要なこととして、介護支援専門員調査、訪問看護師・介護職調査

ともに、「医療職や介護サービス職などに向けた、在宅医療・看取りに関する情報提供」「家族の介護負

担を軽減するための介護サービスの充実」「医療職や介護サービス職などの連携」となっています。 
 

 

■図表：担当する利用者の看取り経験（介護支援専門員） 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用） 

 

50.0 

48.2 

42.3 

1.0 

1.1 

0.8 

2.4 

1.5 

0.9 

6.0 

6.6 

5.0 

23.1 

23.8 

30.5 

0.9 

0.7 

1.5 

9.5 

10.9 

13.5 

7.1 

7.3 

5.6 

0% 50% 100%

令和４年 [n=5,052]

令和元年 [n=5,214]

平成29年 [n=882]

自宅 子どもなど親族の家 高齢者向け住宅 介護保険施設

病院などの医療機関 その他 わからない 無回答

経験したことがある

91.5%

経験したことはない

1.9%

無回答

6.6%

全体 [n=106]



 

３５ 

第
２
章 

高
齢
者
の
現
状 

■図表：在宅医療・看取りの推進に必要なこと 

【介護支援専門員】 

 
出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用） 

 

【訪問看護師・介護職】 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（（訪問看護師・介護職用） 

53.8 

53.8 

48.1 

41.5 

39.6 

37.7 

37.7 

24.5 

23.6 

4.7 

0.9 

12.3 

0% 20% 40% 60%

医療職や介護サービス職などに向けた、在宅医療・看取りに

関する情報提供

家族の介護負担を軽減するための介護サービスの充実

医療職や介護サービス職などの連携

医療費や介護費用に関する経済的支援

市民に向けた、在宅医療・看取りに関する啓発活動

医療職や介護サービス職などの知識・技術を高めるための研

修会の開催

在宅医療・看取りに関する相談窓口の充実

ICTの活用

医療と介護をつなぐ連携拠点の強化

その他

特になし

無回答

全体 [n=106]

58.4 

56.1 

54.9 

44.5 

42.2 

35.3 

32.9 

31.2 

2.3 

1.2 

2.9 

0% 20% 40% 60%

家族の介護負担を軽減するための介護サービスの充実

医療職や介護サービス職などに向けた、在宅医療・看取

りに関する情報提供

医療職や介護サービス職などの連携

医療職や介護サービス職などの知識・技術を高めるため

の研修会の開催

医療費や介護費用に関する経済的支援

在宅医療・看取りに関する相談窓口の充実

市民に向けた、在宅医療・看取りに関する啓発活動

医療と介護をつなぐ連携拠点（長浜米原地域医療支援セ

ンターなど）の強化

その他

特になし

無回答
全体 [n=173]
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多職種連携に関わる情報を共有するための、びわ湖あさがおネットの活用状況をみると、介護支援専

門員調査では、３割を超える人が「活用している」となっています。また、訪問看護師・介護職調査で

は、訪問看護師の約 7割が活用しているとする一方、介護職での活用は 1割に満たない状況となってい

ます。 
 

 

■図表：多職種連携に関わる情報を共有するためのびわ湖あさがおネットの活用について 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護支援専門員用）、高齢者保健福祉の推進に関する調査（訪問看護師・介護職用） 

 

  

34.0

69.6

2.4

60.4

30.4

91.9

5.7

0.0

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護支援専門員[n=106]

訪問看護師 [n=46]

介護職［n=124］

活用している 活用したことはない 無回答
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（14）介護人材の確保 

資格保有者ごとの過不足感では、「介護福祉士」「看護師・准看護師」「介護支援専門員」などに不足感

があるとする事業所が比較的多くなっています。 

職種の人材が不足している（退職者が多い）理由としては、給与面の待遇や精神的負担などが主な理

由となっています。 

外国人職員の採用に関する意向では、正規職員、非正規職員ともに「採用しておらず、今後募集する

予定はない」とする事業所が最も多くなっています。 

また、生産性向上のための取組は、主には、「ＩＣＴの導入」となっています。 
 

 

■図表：各資格保有者の過不足感 

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護サービス事業運営法人用） 
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15 

11 
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12 
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2 
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0 

14 

23 

23 

17 

45 

30 

40 

34 

25 

36 

38 

43 

6 

9 

7 

7 

10 

7 

9 

9 

7 

10 

10 

10 

介護福祉士

介護職員実務者研修者

介護職員初任者研修修了

者

看護師･准看護師

保健師

理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士

医療的ケア研修修了者

認知症介護実践研修修了

者

介護支援専門員

社会福祉士

管理栄養士・栄養士

その他

（件）
［n=59］

大いに不足 不足 やや不足 適切 過剰 わからない・該当なし 無回答
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■図表：職員の定着・退職防止のための取組  

 

出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護サービス事業運営法人用） 

 

  

51 

44 

42 

33 

30 

25 

25 

23 

20 

19 

19 

14 

3 

0 

0 20 40 60

個人の希望に配慮した職員配置・労働時間

休暇の取りやすい体制

採用時に業務内容・就労条件について詳細に説明する

上司による個別面談や相談体制の充実

先輩職員による担当指導制度やフォロー体制

定期昇給実施による職員の生活の安定化、モチベーションアップ

産休・育休・介護休暇の取得促進

変形労働制の導入

体系的な教育・研修の充実

人事考課制度の導入

職場内の仲間づくり活動の推進

メンタルヘルスケアを含む健康管理体制の充実

その他

無回答

（件）

全体 [n=59]
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■図表：外国人職員の採用状況 

 
出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護サービス事業運営法人用） 

 

 

■図表：生産性向上のための取組 

 
 出典：高齢者保健福祉の推進に関する調査（介護サービス事業運営法人用） 

  

4

6

10

8

29

31

10

13

6

1

0 10 20 30 40 50 60

正規職員の採用

[n=59]

非正規職員の採用

[n=59]

採用しており、さらに増やしたい 今は採用していないが、採用していきたい

今は採用しているが、今後募集する予定はない 採用しておらず、今後募集する予定はない

知らない・わからない 無回答

（該当事業所数）

介護ロボットの導入, 1.7%

ICTの導入, 55.9%

タスクシフティングの実施, 

1.7%

何もしていない, 33.9%

その他, 5.1%

無回答, 1.7%全体 [n=59]

（※）タスクシフティング 

特定の職種から他の職種へ業務を移管すること。例えば、身体的介護以外の業務や介護専門職のサ

ポート等の比較的簡単な作業を行う、介護助手を活用するなど。 
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５ 第８期の取組の現状と第９期に向けた課題の整理 

 

第８期計画期間中の主な取組の概況と、高齢者を取り巻く現状や、実態調査結果に基づく課題は次

のとおりです。 

 

１ 地域福祉の推進 

後期高齢者人口や要介護認定者数の増加が見込まれる中、高齢者が住み慣れた地域でいきいきと暮

らし続けるためには、地域のつながりで支え合い、安心して暮らせる体制の整備が重要となってきて

います。 

第８期においては、民生委員・児童委員や自治会等関係機関との連携により、普段からの見守り体

制を構築するとともに、生活支援ボランティア団体による日常的な生活を支援する取組を進めていま

す。また生活支援コーディネーターを中心に、地域課題の解決を目指した取組を協議する場を設けて

います。 

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯が増加することから、これまで以上に、関係機関が連携

するとともに、民間事業者を含めた多様な主体による様々なサービスをつなぎあわせ、「地域共生社

会」実現の観点からも、地域住民一人ひとりが生きがいと役割を持ち、助けあいながら暮らしていく

ことができる環境づくりを進めていく必要があります。 

 

２ 社会参加の促進 

第８期の期間中には、コロナ禍の影響もあり、地域活動全般にわたって、参加していないとする人

の割合が高くなっています。通いの場への参加も６割程度の人が参加していないとされる一方で、地

域住民主体のグループ活動への参加については、約６割の人が、きっかけがあれば参加の意向を示し

ておられます。 

従来型の通いの場への参加にとどまらず、いくつになっても生涯学習やスポーツに打ち込む人、雇

用期間の延長で元気に働き続ける人など、高齢者のライフスタイルも多様化しており、さらにはＩＣ

Ｔ技術の進展により、人とのつながりの形、社会参加の形も多様になってきています。 

第９期においては、これからの高齢者の生き方や価値観に合わせた社会参加を促す取組を進めてい

く必要があります。 

 

３ 地域包括ケアシステムの推進 

第８期においては、介護、医療、予防、生活支援、住まいを一体的に提供するため介護サービスの

基盤整備、生活支援体制整備事業、在宅医療・介護連携等を中心にして、地域包括ケアシステムの構

築に取り組んできました。 

第９期計画期間には、団塊の世代が 75 歳以上となる令和７年（2025 年）を含むことから、高齢者の

相談体制や在宅医療・介護連携を充実させる必要があります。また複合的な福祉課題を有する世帯が

増加する中、重層的支援体制による地域福祉との連携を継続して強化することが必要となっていま

す。 
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４ 健康づくり・介護予防と自立生活支援の推進 

要介護状態にならないためには、健康づくり、疾病予防、フレイル防止、介護予防に取り組む必要

があります。 

令和３年度からは、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業を開始し、後期高齢者医療制

度、介護保険制度などの制度を越えた連携を行いながら、各種の医療データに基づき高齢者の自立し

た生活支援・生活習慣病等の重症化予防を支援しているところです。 

介護予防については、健康づくりのための運動や交流の機会を増やすために、地域の転倒予防自主

グループやサロン等の通いの場の立ち上げや活動の支援をしています。 

高齢者実態調査では、在宅での自立生活の継続に必要と感じる支援・サービスとして、「除雪・雪下

ろし」、「病院等への送迎」、「買い物支援」が上位を占めています。在宅生活支援施策、介護予防事業

に共通して、これまでの施策を継続するとともに、ＩＣＴ技術の活用、民間事業者の参入・連携を図

る視点が重要となってきています。 

 

５ 介護・福祉人材の確保・定着・育成 

介護人材確保が大きな課題となっている中、事業所と求職者のマッチングを支援する福祉の職場説

明会の開催、介護未経験者や外国人、高齢者が参入を図るための研修や補助金、他業界からの新規参

入を促進する介護就職応援給付金などを実施しています。 

実態調査では、「介護福祉士」「看護師・准看護師」「介護支援専門員」などに不足感があり、給与面

の待遇や精神的負担などが大きいことが、不足につながる主な理由となっています。 

外国人職員については、正規職員、非正規職員ともに「採用していない」とする事業所が多い状況

にあります。 

生産性向上のための取組としては、主には、「ＩＣＴの導入」となっています。 

第９期においては、多様な人材の参入促進として、「職場説明会」の開催など、より効果的な事業実

施に向け、開催方法や周知方法等を検討する必要があります。また外国人参入促進事業として事業所

も外国人も情報を受け取りやすい方法での情報発信を行っていくことが必要です。 

様々な参入支援や定着支援の補助金等制度を活用していただくために、制度の周知や情報提供を行

い、制度利用を促進する必要があります。 

介護・福祉人材育成に向けた支援では、引き続き、事業所の抱える課題等に応じた研修テーマを選

定し、受講しやすい方法による研修開催等が必要です。 

給与面の待遇改善は、介護報酬の改定により対応されているところではありますが、人材不足の状

況に変わりはなく、事業所の人材確保や定着に向けた支援が引き続き求められます。 

また、事業者同士の連携や情報の共有に係る支援、ＩＣＴの工夫で効率化が図れることについて周

知・啓発が必要です。 

 

６ 認知症施策の推進 

本市は、国の「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」に基づき、「長浜市オレンジプラ

ン」という形で施策を推進してきました。 

様々な取組の結果、高齢者実態調査では、認知症という病気について「知っている」とする高齢者

の割合が増加しました。引き続き、認知症のことを自分ごととして意識してもらうため、あらゆる年

齢層に対する周知啓発が必要です。 
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認知症のある人の社会参加や介護者の負担軽減のため、認知症高齢者等ＳＯＳほんわかネットワー

ク事業や認知症おでかけあんしん保険を推進してきました。今後も、「認知症のある人とその家族にや

さしいまち」になるように、「共生」と「予防」の視点での取組が必要です。 

なお、第９期の期間においては、国の「認知症施策推進大綱」の中間評価を踏まえた施策の推進と

ともに、令和５年に「認知症基本法」が成立したことから、国が策定する「認知症施策推進基本計

画」の内容も踏まえた施策推進、とりわけ、認知症のある人やその家族の声を聴いた施策づくりが必

要となっています。 

 

７ 介護サービスの確保・推進  

必要となる介護サービスの確保及び、健全で持続可能な介護保険事業運営を推進するため、地域密

着型サービス施設の整備、中山間地域でサービス提供を行う事業者の支援、介護サービス事業所との

連携、介護給付の適正化に取り組みました。 

各サービスの給付や総合事業はコロナ禍で見込みが立てにくくなっていましたが、介護保険サービ

スの利用傾向等を踏まえ、必要な地域密着型サービス施設の整備を介護人材の不足状況を考慮しなが

ら進めることが必要です。また、介護予防を推進することで、今後の保険料の上昇を抑制することも

必要です。 

さらに、今後においても適切な介護保険事業運営を進めていくため、継続的な介護サービス事業所

との連携や介護給付の適正化が必要です。 
 

 


